
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

四 コ ー ー

は
じ
め
に

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
効
力
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

株
主
名
簿
の
記
載
の
効
力
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

お
わ
り
に

は
じ
め
に

一
最
高
裁
昭
和
六
三
年
三
月
一
五
日
判
断
山
は
、
譲
渡
制
限
株
式
が

公
売
に
付
さ
れ
、
競
落
に
よ
っ
て
そ
の
株
式
を
取
得
し
た
者
が
株
式
譲

渡
の
承
認
を
請
求
す
る
こ
と
な
く
放
置
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
株
主
名
簿

上
の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
が
株
主
で
あ
る
こ
と
の
確
認
と
株
主
権
の
行

使
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
は
当
事
者

間
に
お
い
て
は
効
力
を
生
じ
る
が
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
効
力
を
生

じ
な
い
と
し
て
、
会
社
は
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
を
株
主

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

野

千

世

寺

と
し
て
取
り
扱
う
義
務
が
あ
る
旨
判
示
し
、
譲
渡
人
の
請
求
を
認
め

が
よ
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
譲
受
人
と

会
社
と
の
関
係
あ
る
い
は
当
事
者
聞
の
関
係
と
い
う
角
度
か
ら
、
譲
渡

の
法
的
効
力
に
関
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
本
判
決
は
株
主
名
簿
上

の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
の
法
的
地
位
に
関
し
て
初
め
て
判
断
を
示
し
た

注
目
す
べ
き
判
決
で
あ
る
。

こ
の
最
高
裁
判
決
に
対
し
て
は
、
学
説
上
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
最
高
裁
と
同
様
に
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
効
力

に
つ
い
て
従

A

沫
の
相
対
説
に
立
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
結
論
も

支
持
す
る
見
解
と
、
最
高
裁
判
決
の
結
論
は
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
の
理

由
づ
け
は
疑
問
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
封
。
後
者
の
立
場
で
は
、
譲

渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
効
カ
に
つ
い
て
、
実
質
的
権
利
の
帰
属
が

最
終
的
に
確
定
す
る
ま
で
は
譲
受
人
の
法
的
地
位
は
浮
動
的
状
態
に
あ

る
か
ら
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
譲
渡
人
が
株
主
と
し
て
の
地
位
を

二
六



保
有
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
相
対
説
を
更
に
説
明
づ
け
よ
う

と
す
る
見
解
や
、
株
主
名
簿
に
確
定
的
効
力
を
認
J

め
る
こ
と
に
よ
っ
て

本
判
決
の
結
論
を
導
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
判
決
の
結
論
に
反
対
す
る
見
解
も
あ
問
、

こ
の
説
は
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位
の
問
題

を
、
譲
渡
制
限
の
な
い
会
社
に
お
い
て
株
式
譲
受
人
に
よ
る
名
義
書
換

未
了
の
状
態
に
あ
る
場
合
の
譲
渡
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
問
題
と
パ

ラ
レ
ル
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
間
題
を
株
主

名
簿
の
記
載
に
確
定
的
効
力
を
認
め
得
る
か
と
い
う
問
題
と
パ
ラ
レ
ル

に
考
え
る
。

ニ
要
す
る
に
、
最
高
裁
の
事
案
の
真
の
争
点
は
、
基
本
的
に
は
譲

渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位
の
問
題
を
、
譲
渡
制

限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
法
的
効
力
に
関
す
る
問
題
の
延
長
線
上
に
あ
る

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
株
主
名
簿

の
記
載
の
効
力
の
問
題
と
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
の

か
に
帰
す
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
効
力
と
譲
渡
人
の
法
的
地

位
、
お
よ
び
株
主
名
簿
の
記
載
の
効
力
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位
と
い
う

こ
つ
の
綴
点
か
ら
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地

位
に
関
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

判
例
時
報
一
一
一
七
三
号
戸
二
閲
覧
、
会
一
機
・
尚
一
事
判
例
七
九
四
号
三
世
良
、

一二ハ

判
例
タ
イ
ム
ズ
六
六
五
号
一
一
間
関
頁
。

{
2
)

本
事
案
に
お
い
て
下
級
審
判
決
は
、
以
下
の
浬
砲
に
よ
り
譲
渡
人
の
請
求
を
棄

却
し
た
。
す
な
わ
ち
、
競
落
よ
り
株
式
を
取
得
し
た
者
が
会
社
に
対
し

て
株
式
譲
渡
の
承
認
垂
水
を
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
こ
の
株
式
の
取
得
は
ぷ
誌
に
対

す
る
関
係
で
は
効
力
を
生
じ
な
い
が
、
当
事
者
間
で
は
有
効
で
あ
る
」
。
こ
の

こ
と
は
、
譲
渡
人
は
「
競
落
人
に
対
し
て
は
も
と
よ
り
会
社
に
対
し
て
も
、
株
主
と

し
て
の
地
位
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
」
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う

に
解
す
る
な
ら
ば
、
競
絡
に
か
か
る
株
式
に
つ
い
て
権
利
を
行
使
し
利
義
を
享
受

す
る
株
主
が
一
時
不
存
在
で
あ
る
か
の
ご
と
き
状
態
を
目
玉
す
る
に
奈
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
状
態
も
や
む
を
え
な
い
と
し
、
会
社
は
譲
渡
人
令
株
ボ
と
し
て
鍛
う

義
務
が
あ
る
回
目
判
示
し
た
(
京
都
地
判
昭
和
六
ふ
年
一
月
一
二
日
判
例
将
報
一

九
八
号
一
四
七
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
七
九
聞
け
う
三
頁
参
照
)
。

(
3
)

①
最
高
裁
判
決
昭
和
問
八
年
六
月
一
五
日
民
集
二
七
巻
六
号
七

O
O頁

が
、
い
わ
ゆ
る
相
対
説
を
認
め
た
り

1
デ
イ
ン
グ
ケ

l
ス
で
あ
る
。
本
件
は
、

譲
渡
制
限
株
式
を
譲
渡
組
保
に
供
し
た
株
主
が
取
締
役
会
の
承
認
を
得
て
い

な
い
こ
と
を
理
由
に
譲
渡
観
保
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
株
券
の
返
還
を
求

め
た
事
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
綾
高
裁
は
寸
取
締
役
会
の
承
認
を
え
ず

に
な
さ
れ
た
株
式
譲
渡
は
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
効
力
を
生
じ
な
い
が
、

譲
渡
当
事
者
間
で
は
有
効
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、

譲
渡
約
一
保
に
供
し
た
株
主
の
株
券
返
選
論
求
を
認
め
な
い
回
目
判
示
し
た
。

②
大
阪
地
判
昭
和
五
凶
年
石
川
月
一
二

O
日
判
例
時
報
九
問
問
。
号
一

O
八
日
は
、

Y
会
社
の
代
表
取
締
役

A
か
ら
株
式
を
幾
り
受
げ
た

X
が
、
そ
の
株
式
の

一
部
〈
甲
株
式
)
を

B
へ
得
譲
渡
し
た
こ
と
の
確
認
と

B
へ
の
名
義
護
換
、

お
よ
び
甲
株
式
以
外
の
株
式
(
乙
株
式
)
の
A
か
ら
X
へ
の
譲
液
の
確
認
と

X
へ
の
名
義
書
換
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
市
株
式
の
譲
渡

示
認
の
請
求
に
関
し
て
は
確
認
の
利
益
が
な
い
と
し
て
却
下
、
名
義
謬
換
に



つ
い
て
は
棄
却
し
た
。
乙
株
式
に
つ
い
て
は
、
相
対
説
を
踏
襲
し
鴎
法
二

o

m条
ノ
ニ
所
定
の
譲
渡
一
本
認
請
求
権
お
よ
び
先
賢
権
者
指
定
議
求
権
は
譲
受

人
も
行
使
し
得
る
と
し
た
う
え
で
、

X
か
ら
の
先
闘
員
権
者
指
定
請
求
に
対
し

Y
会
社
が
相
手
方
指
定
を
有
効
に
な
し
た
こ
と
を
認
め
、

A
か
ら
X
へ
の
譲

渡
の
確
認
お
よ
び
名
義
書
換
の
議
求
を
棄
却
し
た
。

③
大
阪
地
判
昭
和
六
一
一
一
年
『
一
一
月
一
二

O
日
判
例
テ
イ
ム
ズ
ム
ヘ
七
四
回
芳
一
九
一
一
一
一
良

は、

X
は
訴
外
A
と
の
裁
判
上
の
和
解
に
よ
り
わ
会
社
の
株
式
を
所
有
す
る

こ
と
と
な
っ
た
が
、
右
株
式
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
の
承
認
を
得
て

い
な
か
っ
た
た
め
譲
渡
承
認
等
の
諮
求
を
し
た
と
こ
ろ
、

-U会
社
は
も
会
社

そ
先
貿
権
者
と
し
て
指
定
す
る
旨
通
知
し
た
。
し
か
し
、
む
会
社
か
ら
所
定

期
間
内
に
株
式
の
売
渡
翁
求
が
な
か
っ
た
た
め
、
日
会
社
の
承
認
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
し
て
、

X
が
、
出
、
む
会
社
と
の
問
に
お
い
て
布
株

式
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
と
と
も
に
、
名
義
醤
換
を
求
め
た
事
案
で

あ
る
。
裁
判
所
は
判
決
②
と
同
様
に
、
相
対
説
を
確
認
し
、
譲
受
人
に
も
譲

渡
承
認
誘
求
権
ね
よ
び
先
賢
権
者
指
定
詰
求
権
の
行
使
を
認
め
た
う
え
で
、

譲
渡
の
制
相
手
方
と
し
て
担
制
定
さ
れ
た
む
会
社
が
所
定
の
期
間
内
に
X
に
対
し

て
売
渡
の
請
求
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
む
会
社
の
取
締
役
会
の
承

認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
し
、

X
の
請
求
を
認
容
し
た
。

(4)

小
凶
原
満
智
子
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九
一
一
一
号
(
一
九
八
八
)
六
八
頁
、

奥
島
孝
康
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
問
。
五
号
(
一
九
八
八
)
一
二
二
頁
、
上
柳

克
郎
『
民
隣
法
雑
誌
』
九
九
巻
四
号
(
一
九
八
九
)
…
一
六
一
良
、
前
柏
崎
京
子

『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
回
二
巻
一
一
一
号
ご
九
八
九
)
四
一
一
一
一
貝
、
米
山
毅
一
郎
『
大

阪
市
玄
大
学
法
学
雑
誌
』
コ
一
七
巻
四
号
(
一
九
九
二
一
四
一
一
良
。

(5)

中
村
健
吋
金
融
・
商
事
判
例
』
八

O
四
号
(
一
九
八
八
)
四
五
資
、
加

藤
修
吋
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
例
解
説
品
九
二
一
良
ご
九
八
八
て

山
間
純
子
『
商
事
法
務
k

一
一
九
五
品
勺
(
一
九
八
九
)
七
一
一
良
、
平
山
山
慶
滋

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

2
5位
判
例
百
選
(
第
五
版
)
』
一
二
七
頁
ご
九
九
二
)
。

(
6
)

酒
巻
俊
雄
「
株
式
の
譲
渡
制
限
の
機
能
と
限
界
弘
商
法
学
に
お
け
る
論

争
と
省
察
』
四
五
一
資
、
四
五
二
頁
(
一
九
九

O
)。

(
7
)

中
村
・
前
掲
注
(5)
凶
五
一
員
、
加
藤
・
前
掲
注
(
5
)
九
一
二
良
、
山
間
・

前
掲
注
(5)六
八
頁
。

(
8
)

川
島
い
づ
み
『
税
経
過
信
』
悶
三
巻
ご
二
号
ご
九
八
八
)
二
二
七
質
、

一
戸
川
成
弘
「
取
締
役
会
の
承
認
の
な
い
譲
渡
制
限
株
式
の
譲
渡
と
譲
渡
人
の

法
的
地
位
同
現
代
金
業
と
法
』
一
一
一
員
、
一
二
頁
(
一
九
九
二
。

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
効
力
と

譲
渡
人
の
法
的
地
位

一
前
述
の
よ
う
に
、
譲
渡
制
限
に
違
反
し
て
株
式
を
譲
渡
し
た
譲

渡
人
の
法
的
地
位
を
い
か
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
決
は
、

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
は
当
事
者
間
に
お
い
て
は
効
力
を
生
じ
る

が
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
効
力
を
生
じ
な
い
と
し
た
う
え
で
、
直
ち

に
会
社
は
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
を
株
主
と
し
て
取
り
扱

う
義
務
が
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
高
裁

が
こ
の
間
題
を
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
効
力
と
パ
ラ
レ
ル
に
と

ら
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

局
知
の
よ
う
に
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
効
力
に
関
し
て

は
、
会
社
と
の
関
係
に
お
い
て
も
当
事
者
間
に
お
い
て
も
無
効
で
あ
る

と
解
す
る
説
(
絶
対
説
)
と
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
無
効
で
あ
る

一一ムハ



が
譲
渡
当
事
者
間
で
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
説
(
相
対
拠
)
と
が
あ
向
。

絶
対
説
に
よ
れ
ば
、
競
売
、
公
売
の
場
合
に
、
株
式
取
得
と
い
う
実

体
的
効
力
は
取
締
役
会
の
承
認
が
な
い
か
ぎ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
も

生
ぜ
ず
、
取
締
役
会
の
承
認
は
効
力
発
生
の
た
め
の
停
止
条
件
と
解
さ

れ
、
競
売
、
公
売
は
単
に
掛
法
上
の
処
分
と
し
て
そ
の
手
続
上
の
効
力

を
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
任
意
譲
渡
か
競
売
、
公

売
の
場
合
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
取
締
役
会
の
承
認
が
な
い
か
ぎ
り
株
主

権
の
移
転
は
当
事
者
間
に
お
い
て
も
生
じ
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
株

主
名
簿
上
の
株
主
が
会
社
に
対
し
て
実
質
的
に
も
株
、
五
と
し
て
の
地
位

を
保
持
し
、
株
主
権
を
行
使
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
前
述
し
た
最
高
裁

判
旨
は
当
然
の
結
論
を
認
め
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
れ
)
。

こ
れ
に
対
し
て
相
対
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
定
義
は
一
般
に
「
取
締
役

会
の
承
認
を
得
な
い
で
な
さ
れ
た
株
式
の
譲
渡
は
譲
渡
の
当
事
者
間
に

お
い
て
は
有
効
で
あ
る
が
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
効
力
を
生
じ
な

い
」
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
相
対
説
が
株
式
譲
渡
の
効
力
を
株
主
権
の

移
転
と
し
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
考
え
方
に
分
類
で
き
る
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
取
締
役
会
の
承
認
が
な
い
場
合
に
、
株
主

権
は
当
事
者
間
で
は
譲
受
人
に
移
転
す
る
が
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で

は
移
転
し
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
(
以
下
「
相
対
説
①
」
と
い
う
)
。

第
二
は
、
取
締
役
会
の
承
認
が
な
く
て
も
、
当
事
者
間
だ
け
で
な
く
対

会
社
関
係
に
お
い
て
も
株
主
権
は
譲
受
人
に
移
転
す
る
が
、
た
だ
株
式

二
六
回

譲
渡
の
制
限
に
よ
り
会
社
に
譲
渡
の
相
手
方
を
指
定
す
る
権
利
が
留
保

さ
れ
る
結
果
、
会
社
は
譲
受
人
を
無
条
件
に
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
義

務
を
負
わ
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
(
以
下
「
相
対
説
②
」
と
い
う
)
。

第
三
は
、
当
事
者
間
で
は
株
式
は
有
効
に
移
転
し
て
い
て
も
、
会
社
に

対
す
る
関
係
で
は
会
社
に
よ
る
株
主
選
択
権
の
行
使
を
経
る
ま
で
は
実

質
的
権
利
が
最
終
的
に
何
人
に
帰
属
す
る
か
は
未
定
で
あ
る
か
ら
、
株

主
と
し
て
の
地
位
は
譲
渡
人
が
保
有
し
続
け
る
と
す
る
見
解
で
あ
る

(
以
下
「
相
対
説
③
」
と
い
う
)
。

一一

ω
相
対
説
①
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
会
社
に
対
す
る
関
係

で
は
効
力
を
生
じ
な
い
」
と
は
対
会
社
関
係
で
は
株
主
権
は
移
転
し
な

い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
依
然
と
し
て
株
主
権

は
譲
渡
人
に
あ
り
、
会
社
は
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
を
株

主
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
最
痛
裁
判
決
は
、
論

理
的
に
無
理
な
く
導
き
だ
せ
る
帰
結
で
あ
る
と
言
え
る
。
相
対
説
①
は

対
会
社
関
係
と
当
事
者
間
と
で
株
主
権
の
移
転
を
相
対
的
に
考
え
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
に
相
対
説
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
、
平
成
二
年
改
正
商
法
二

O
四
条
ノ
五
は
、

競
売
、
公
売
の
場
合
に
限
ら
ず
譲
渡
一
般
に
お
い
て
も
、
譲
渡
承
認
請

求
権
お
よ
び
先
買
権
者
指
定
請
求
権
を
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
譲

渡
人
だ
げ
で
な
く
譲
受
人
に
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
改
正
は
従
来
の
棺

対
説
を
立
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
v

譲
受
人
に
よ

る
こ
れ
ら
の
請
求
権
の
行
使
は
、
先
賢
手
続
に
お
い
て
先
買
権
者
指
定



の
通
知
、
先
質
権
者
か
ら
の
売
渡
請
求
、
代
金
支
払
い
な
ど
が
譲
受
人

に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
(
商
法
二

O
四
条
ノ
五
、
ニ

O

四
条
ノ
コ
了
ニ

O
四
条
ノ
四
)
、
譲
渡
人
の
代
理
権
と
し
て
で
は
な
く
、

当
事
者
聞
で
は
株
主
権
が
譲
受
人
に
移
転
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
認

め
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
譲
渡
承
認
請

求
権
お
よ
び
先
寅
権
者
指
定
請
求
権
は
会
社
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
株
主
権
は
移
転
し
な
い
と

し
な
が
ら
、
譲
受
人
に
こ
れ
ら
の
請
求
権
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
は
矛

盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
当
事
者
聞
で
は
有
効
で
あ
る
が
対
会

社
関
係
で
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
株
主
権
の
移
転
を
相
対
的
に

考
え
る
場
合
に
は
、
会
社
と
の
関
係
で
は
譲
渡
承
認
請
求
権
お
よ
び
先

質
権
者
指
定
請
求
権
に
限
っ
て
譲
受
人
に
移
転
し
、
そ
の
他
の
株
主
権

は
譲
渡
が
承
認
さ
れ
名
義
書
換
を
し
て
初
め
て
移
転
す
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
株
主
権
の
帰
属
を
分
け
で
考
え

る
な
ら
ば
、
譲
渡
制
限
株
式
に
お
い
て
は
譲
渡
承
認
も
し
く
は
名
義
書

換
に
権
利
創
設
的
効
カ
を
認
め
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
譲
渡
承
認
も
し
く
は
名
義
書
換
に
権
利
創

設
的
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
一
般
的
な
考
え
方
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
株
主
権
(
株
式
)
の
移
転
は
株
券
の
交
付
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
(
商
法
二

O
五
条
一
項
)
。
し
た
が
っ
て
、
株
主
権
の

移
転
を
相
対
的
に
考
え
る
相
対
説
①
は
問
題
が
あ
る
。

ω
相
対
説
@
は
、
「
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
効
力
を
生
じ
な
い
」

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

と
は
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
も
当
事
者
間
だ
け
で
な
く
対
会
社

関
係
に
お
い
て
も
効
力
を
生
じ
る
が
、
取
締
役
会
の
承
認
が
あ
る
ま
で

は
株
式
譲
受
人
は
会
世
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
、
自
ら
を
相
対
説
の
一
つ
あ
る
い
は
相
対
説
を

発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
げ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
、
こ
の
見
解
は
、
株
主
権
の
移
転
を
対
会

社
関
係
と
当
事
者
間
と
で
統
一
的
に
と
ら
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
理

論
上
一
貫
し
て
い
る
が
、
当
事
者
間
だ
け
で
な
く
対
会
社
関
係
で
も
株

主
権
が
譲
受
人
に
移
転
す
る
こ
と
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
こ
の
見
解
は
相

対
説
と
は
き
一
口
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ

ば
、
会
社
と
の
関
係
に
お
い
て
株
式
譲
渡
の
制
限
は
単
に
名
義
書
換
の

制
限
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
で
は
も
は
や
「
譲
渡
」
の
制
限

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
商
法
ニ

O
四
条
一
項
は
本
文
で
「
株
式
ハ

之
ヲ
他
人
ニ
譲
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
、
そ
の
直
後
に
但
し
書
き

と
し
て
「
但
シ
定
款
ヲ
以
テ
取
締
役
会
ノ
承
認
ヲ
要
ス
ル
旨
ヲ
定
メ
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
」
と
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
条
は
本
文
で
株
式

譲
渡
自
由
の
原
則
に
関
し
て
規
定
し
、
但
し
書
き
で
そ
の
例
外
と
し
て

定
款
に
よ
っ
て
株
式
譲
渡
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
。

こ
の
本
文
と
但
し
書
き
の
関
係
か
ら
み
て
も
、
少
な
く
と
も
株
式
「
譲

渡
」
の
制
限
で
あ
っ
て
、
名
義
書
換
の
制
限
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が

素
直
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
こ
の
考
え
方
に
立
つ
と
商
法
二

O
四
条
ノ

二
以
下
に
定
め
る
先
賢
制
度
の
存
在
意
義
が
著
し
く
弱
め
ら
れ
は
し
な

二
六
五



い
か
。
つ
ま
り
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
に
お
い
て
当
事
者
間
だ

り
で
な
く
対
会
社
関
係
で
も
譲
受
人
に
株
主
権
が
移
転
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
譲
受
人
に
よ
る
譲
渡
承
認
請
求
権
お
よ
び
先
賢
権
者
指
定
請
求

権
の
行
使
は
株
主
権
の
行
使
と
し
て
当
然
に
、
主
張
で
き
る
こ
と
と
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
受
人
は
取
締
役
会
の
承
認
を
得
な
く
て
も
先
賢

権
者
指
定
請
求
権
を
行
使
し
て
投
下
資
本
を
回
収
で
き
る
と
と
も
に
、

そ
れ
を
し
な
い
で
他
の
者
に
株
式
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
投
下

資
本
の
回
収
を
関
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
ま
で
し

て
譲
受
人
を
二
重
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
い
ま
だ
会
社
に
対

抗
で
き
な
い
譲
受
人
に
対
し
て
ま
で
、
先
賢
制
度
に
よ
っ
て
投
下
資
本

の
回
収
を
保
障
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
第
四
に
、
前
述

の
よ
う
に
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
に
お
い
て
譲
受
人
に
よ
る
譲

渡
承
認
請
求
権
お
よ
び
先
賢
権
者
指
定
議
求
権
の
行
使
が
当
然
に
認
め

ら
れ
る
場
合
に
、
譲
渡
人
に
も
こ
れ
ら
の
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
の

か
。
無
権
利
者
た
る
譲
渡
人
に
も
請
求
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
れ
ば
、
い
か
な
る
線
拠
に
基
づ
い
て
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る

と
、
相
対
説
②
は
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ω
相
対
説
③
は
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
は
一
一
様
の
条
件
付

権
利
取
得
で
あ
る
と
し
て
、
当
事
者
間
で
は
株
式
は
有
効
に
移
転
す
る

が
、
会
社
に
よ
る
株
主
の
選
択
と
い
う
手
続
を
経
な
け
れ
ば
、
譲
受
人

の
法
的
地
位
は
浮
動
的
状
態
に
あ
る
か
ら
、
実
質
的
権
利
の
帰
属
が
最

終
的
に
確
定
す
る
ま
で
は
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
譲
渡
人
が
当
然

二
六
六

h

却
v

に
株
主
と
し
て
の
地
伎
を
保
有
し
続
げ
る
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
。
こ

の
見
解
は
株
主
権
の
移
転
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
対
会
社
関
係
に
お
付

る
効
力
と
当
事
者
間
で
の
効
力
と
を
相
対
的
に
考
え
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
相
対
説
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
の

一
一
言
う
「
笑
質
的
権
利
」
と
は
侭
か
、
お
よ
び
「
一
浮
動
的
状
態
」
と
は
い

か
な
る
意
味
な
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
権
利
と

は
株
、
王
権
と
異
な
る
権
利
で
あ
る
の
か
、
異
な
る
権
利
で
あ
る
と
す
れ

ば
い
か
な
る
権
利
で
あ
る
の
か
。
逆
に
、
実
質
的
権
利
が
株
主
権
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
対
会
社
関
係
で
は
株
主
権
は
譲
受
人
に

移
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
柑
対
説
①
と
同
じ
で
は

な
い
の
か
。
要
す
る
に
、
相
対
説
③
の
言
う
「
実
質
的
権
利
」
、
「
浮
動
的

状
態
」
の
意
味
が
不
明
で
あ
り
、
こ
の
説
そ
の
も
の
が
不
明
確
で
あ
る
。

一
一
一
以
上
い
わ
ゆ
る
相
対
説
を
吟
味
し
て
き
た
が
二
般
的
に
一
言
え
ば
、

相
対
説
は
株
主
権
の
移
転
と
い
う
観
点
か
ら
は
理
論
的
に
問
題
が
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
相
対
説
①
は
、
第
一
に
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式

譲
渡
に
お
い
て
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
株
主
権
は
移
転
し
な
い
と

し
な
が
ら
、
会
社
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
譲
渡
承
認
請
求
権
お
よ
び
先

由
民
権
者
指
定
請
求
権
の
行
使
を
譲
受
人
に
認
め
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
こ

と
に
な
る
。
第
二
に
、
株
、
主
権
の
移
転
を
相
対
的
に
考
え
る
場
合
に
は
、

譲
渡
承
認
も
し
く
は
名
義
書
換
に
権
利
創
設
的
効
力
を
認
め
る
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
相
対
説
②
は
、
第
一
に
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株

式
譲
渡
に
お
い
て
当
事
者
間
だ
け
で
な
く
対
会
社
関
係
で
も
株
主
権
は



譲
受
人
に
移
転
す
る
こ
と
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
相
対
説
と
は
言
え
な
い

の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
株
式
譲
渡
の
制
限
は

単
に
名
義
書
換
の
制
限
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
商
法
二

O
四
条

一
項
の
本
文
と
但
し
書
き
の
関
係
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
株
式
譲
渡

の
制
限
で
あ
っ
て
、
名
義
書
換
の
制
限
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
素
直

で
は
な
い
の
か
。
第
三
に
、
こ
の
考
え
方
に
立
っ
と
、
譲
渡
制
限
違
反

の
株
式
譲
渡
に
お
い
て
譲
受
人
に
よ
る
譲
渡
ゑ
認
議
求
権
お
よ
び
先
賢

権
者
指
定
請
求
権
の
行
使
が
当
然
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
先
貿

制
度
の
存
在
意
義
が
著
し
く
弱
め
ら
れ
は
し
な
い
か
。
第
四
に
、
前
述

の
よ
う
に
譲
受
人
に
譲
渡
承
認
請
求
権
お
よ
び
先
買
権
者
指
定
請
求
権

の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
譲
渡
人
に
も
こ
れ
ら
の
誇
求
権
が
認

め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
、
解
釈
論
と
し
て
無
理
で
あ
る
と

怒
わ
れ
る
。
相
対
説
③
は
こ
の
説
そ
の
も
の
の
意
味
が
不
明
確
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地

位
と
い
う
問
題
は
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
効
カ
に
関
す
る
問

題
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

曽つ。
(
9
)

小
町
谷
操
一
ニ
H
菅
原
菊
士
山
『
商
法
講
義
会
社

ω』
一
八
二
賞
二
九
七
二
、

今
井
宏
『
注
釈
会
社
法

ω』
九
四
頁
{
一
九
六
七
万

(
加
山
)
鈴
木
竹
雄
日
竹
内
昭
夫
『
会
社
法
〔
新
版
〕
二
五
一
真
(
一
九
八
七
)
、
石

井
照
久
H
鴻
常
夫
『
会
社
法
第
一
巻
』
二
二
九
百
員
二
九
七
七
}
、
大
剛
剛
健
一

郎
H
今
井
出
品
句
会
社
法
論
上
巻
〔
第
一
一
一
版
ど
凶
二
六
百
H

〈
一
九
九
二
、
北
沢

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

一
止
啓
之
国
社
法
〔
第
三
版
〕
』
ニ

O
一
一
貰
(
一
九
九
二
、
江
頭
憲
治
邸
之
官
社
判

例
百
選
(
第
四
瓶
)
』
凶
問
頁
(
一
九
八
一
ニ
}
、
上
柳
克
郎
『
新
版
注
釈
会
社
法

ω』
七
一
一
良
(
一
九
八
六
)
、
龍
田
節
「
譲
渡
制
限
株
式
の
譲
渡
」
『
法
学
論
叢
』

九
四
巻
一
一
了
四
号
〈
一
九
七
四
)
九
四
頁
、
九
五
頁
等
。
な
お
、
松
田
二
郎
『
会

社
法
概
論
』
一
七
一
ニ
頁
(
}
九
六
八
)
は
、
取
締
役
会
の
承
認
を
得
る
こ
と

な
く
な
さ
れ
た
譲
渡
制
限
株
式
の
譲
渡
も
無
効
で
は
な
く
、
会
社
に
名
義
書
換

の
拒
絶
権
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
と
解
す
る
。

(
口
)
各
々
の
説
の
根
拠
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
定
款
に
よ
る
株
式
譲
渡
制
限
に

関
す
る
立
法
論
的
考
察
」
『
筑
波
法
政
』
一
四
号
(
一
九
九
二
四
六
七
糞
以

下
参
照
。

〈
ロ
)
今
井
・
前
掲
注
(
9
)
一
一
七
頁
。

(
口
)
中
村
・
前
掲
注
{
5
}
四
四
資
、
加
藤
・
前
掲
注
(
5
)
九一一良。

(
M
)
山
本
為
三
郎
(
定
款
に
よ
る
株
式
譲
渡
制
限
制
度
の
法
的
構
造
」
『
現
代
企

業
法
の
諸
相
h

一
四
五
頁
、
一
五
八
頁
(
一
九
九
0
1

(
お
)
輔
嗣
巻
・
前
掲
注
{
6
}
四
五
一
一
員
、
四
五
二
頁
。

〈
叫
山
)
上
柳
・
前
掲
注
{
4
)
一
一
六
賀
、
小
関
原
・
前
掲
注
(
4
)
六
八
頁
。

〈
灯
)
大
谷
禎
閣
内
「
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
解
説
」
『
商
事
法
務
』
一

一
一
一
一
五
号
ご
九
九
O
〉
三
四
真
。

(
同
四
)
山
本
・
前
掲
注
〈
H
H
}

一
四
五
頁
。

(
叩
日
)
拙
稿
・
前
掲
注
{
日
)
四
七
五
頁
、
四
八
O
官
民
参
照
e

(
初
)
酒
巻
・
前
掲
注
{6)
四
五
一
賞
、
四
五
ニ
頁
。

株
主
名
簿
の
記
載
の
効
力
と

譲
渡
人
の
法
的
地
位

二
六
七



一
つ
ぎ
に
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

に
関
す
る
問
題
を
、
株
主
名
簿
の
記
載
の
効
力
と
い
う
観
点
か
ら
考
察

す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
間
題
を
、
議
波
制
限
の
な
い
会
社
に
お
い
て

譲
受
人
に
よ
る
名
義
書
換
未
了
の
状
態
に
あ
る
場
合
の
譲
渡
人
の
法
的

地
位
に
関
す
る
問
題
と
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
る
考
え
方
が
妥
当
で
あ
る

か
ど
う
か
考
察
す
る
。

従
来
、
譲
渡
制
限
の
な
い
会
社
に
お
け
る
名
義
書
換
未
了
株
主
の
法

的
地
位
に
関
し
て
は
、
会
社
の
側
か
ら
名
義
書
換
未
了
の
実
質
上
の
株

主
に
権
利
行
使
を
認
め
て
差
し
支
え
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
の

法
的
地
位
に
関
し
て
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
判
例
は
一
質
し
て
、
会
社

側
か
ら
名
義
書
換
未
了
の
実
質
上
の
株
主
に
株
主
権
の
行
使
を
認
め
得

る
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
学
説
で
は
、
株
主
名
簿
の
記
載
に

は
資
格
授
与
的
効
力
(
推
定
力
)
お
よ
び
免
責
的
効
力
が
あ
る
に
す
ぎ

ず
確
定
的
効
力
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
会
社
は
名
義
書
換
未
了
の
実
質

上
の
株
主
に
権
利
行
使
を
認
め
得
る
と
解
す
る
説
(
品
内
定
説
)
と
、
株

主
名
簿
制
度
の
趣
旨
、
お
よ
び
名
義
豊
富
換
の
対
抗
力
に
関
す
る
規
定
で

あ
る
商
法
ニ

O
六
条
一
項
の
立
法
の
沿
革
か
ら
、
株
主
名
簿
の
記
載
に

は
確
定
的
効
力
が
あ
る
と
し
て
、
会
社
は
株
主
名
簿
上
の
株
主
の
み
を

株
主
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
り
、
名
義
書
換
を
し
て
い
な
い
者
を

株
主
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
る
説
(
否
定
説
)
が

ニ
六
八

あ
る
。
理
論
的
な
対
立
は
別
と
し
て
、
一
向
説
の
対
立
は
、
譲
受
人
に
よ

る
名
義
書
換
未
了
の
状
態
で
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
に

株
主
権
を
行
使
さ
せ
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
場
合
に
生
じ
る
実
際
上

の
不
都
合
を
い
か
に
解
す
る
か
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
否
定
説
は
肯
定

説
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
肯
定
説
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、

会
社
が
譲
渡
人
で
あ
る
株
主
名
簿
k
の
株
主
を
株
主
と
し
て
取
り
扱
う

か
ど
う
か
の
裁
量
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
譲
渡
人
の
議
決
権
行
使

が
会
社
の
裁
量
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
株
主
地
位
の
安
定
牲
を
筈
す
る

こ
と
に
な
る
ば
か
り
か
、
会
社
理
事
者
が
そ
の
裁
量
権
を
自
己
の
た
め

に
不
当
に
利
用
濫
用
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
第
二
に
、
会
社
が
譲
渡
人
と

譲
受
人
の
双
方
に
対
し
て
株
主
権
の
行
使
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
権
利
を
行
使
し
利
益
を
享
受
す
る
株
、
乏
が
一
時
不
在
と
な
る
と
い

う
不
当
な
結
果
を
生
じ
る
、
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
肯
定
説

の
主
張
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
第
一
に
、
会
社
に
株
主
の
選
択
に
つ

い
て
の
裁
量
権
を
与
え
る
危
険
性
に
関
し
て
は
、
会
社
側
に
裁
長
権
を

与
え
る
の
は
危
険
だ
と
し
て
も
、
逆
に
一
台
定
説
に
よ
れ
ば
、
実
質
上
の

株
主
が
株
主
権
の
行
使
を
求
め
て
き
た
場
合
に
も
実
質
上
無
権
利
の
株

主
名
簿
上
の
株
主
に
権
利
を
行
使
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不

当
な
結
果
を
招
く
こ
と
と
な
り
、
両
者
を
衡
量
す
る
と
き
、
会
社
に
裁

量
権
を
与
え
る
こ
と
の
危
険
性
は
決
定
的
な
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
反

論
す
る
。
第
二
に
、
株
主
権
行
使
の
空
白
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

具
体
的
に
言
え
ば
、
否
定
説
に
立
ち
会
社
が
実
質
的
権
利
を
喪
失
し
た



こ
と
を
理
由
に
株
主
名
簿
上
の
株
、
玉
に
対
し
て
そ
の
権
利
行
使
を
拒
む

場
合
、
同
時
に
譲
受
人
に
対
し
て
は
名
義
書
換
未
了
と
い
う
こ
と
で
そ

の
権
利
行
使
も
拒
絶
し
て
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
に
権
利
行
使
を

絞
む
こ
と
は
で
き
ず
、
会
社
が
自
己
の
危
険
に
お
い
て
譲
受
人
に
権
利

行
使
を
さ
せ
る
場
合
に
の
み
譲
渡
人
の
権
利
行
使
を
拒
み
得
る
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
が
権
利

を
喪
失
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
も
現
在
の
真
の
株
主
を
知
り
得
な
い
場

合
は
、
必
ず
株
主
名
簿
上
の
株
主
に
権
利
を
市
使
さ
せ
る
こ
と
を
要
す

る
と
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
肯
定
説
に
お
い
て
も

い
か
に
解
し
て
い
る
か
は
必
、
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

ニ
以
上
の
よ
う
な
株
主
名
簿
の
記
載
の
効
力
に
関
す
る
議
論
は
、

こ
れ
ま
で
譲
渡
制
限
の
な
い
会
社
を
前
提
に
し
か
考
え
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
議
論
は
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
も

当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
逆
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
す

f

れ
ば
、
譲
渡
制
限
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
何
ら
か
の
特
殊
性
を
持
た
せ

て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。

最
高
裁
の
事
案
に
お
い
て
、
株
主
名
簿
の
記
載
に
確
定
的
効
力
を
認

め
る
見
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
最
高
裁
の
結
論
は
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
株
主
名
簿
の
記
載
に
は
資
格
授
与
的
効
力
お
よ
び
免
資
カ
し

か
な
い
と
解
す
る
な
ら
ば
最
高
裁
の
結
論
に
は
歪
ら
な
い
の
で
あ
る

が
、
こ
の
見
解
に
は
、
譲
渡
制
限
の
な
い
会
社
に
お
け
る
名
義
書
換
の

記
載
の
効
力
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
問
題
の
中
で
指
摘
さ
れ

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

る
と
同
様
、
第
一
に
、
会
社
に
株
主
選
択
の
裁
量
権
を
与
え
る
危
険
性
、

第
二
に
、
株
主
権
行
使
の
空
白
と
い
う
実
際
上
の
不
都
合
が
指
摘
3
れ

ぺ
持
)

ザ
心
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
会
社
に
株
主
選
択
の
裁
設
権
を
与
え
る
危
倹

性
に
つ
い
て
で
み
る
が
、
そ
も
そ
も
株
式
譲
渡
制
限
制
a
度
は
会
社
に
と

っ
て
好
ま
し
く
な
い
者
が
株
主
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
会
社
利
遊

の
保
護
を
目
的
と
し
て
、
会
社
に
対
し
て
誰
を
株
主
と
し
て
認
め
受
け

入
れ
る
か
を
選
択
す
る
裁
量
権
を
与
え
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
む
し
ろ
会
社
に
対
し
て
誰
を
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
か
に

つ
い
て
裁
量
権
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
が
譲
渡
制
限
の
趣
回
目
に
合
う
の
で

あ
っ
て
、
譲
渡
制
限
の
な
い
会
社
以
上
に
譲
渡
制
限
会
社
に
裁
は
驚
権
を

与
え
る
テ
)
と
は
何
ら
問
題
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ぎ
に
、
株
主
権
行

伎
の
空
白
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
議
波
制
限
株
式
に
お
い
て

も
議
渡
制
限
の
な
い
株
式
に
お
り
る
と
同
様
に
、
譲
渡
人
が
す
で
に
株

券
を
交
付
し
、
株
式
の
代
金
を
回
収
し
て
利
害
関
係
を
も
た
な
く
な
っ

た
以
上
、
会
社
が
こ
の
よ
う
な
者
に
株
主
権
を
行
使
さ
せ
な
け
れ
ば
な

〆
知
)

ら
な
い
と
す
る
竣
白
は
な
い
。
第
二
に
、
一
平
成
二
年
改
正
'
商
法
ニ

O
四

条
/
一
丸
に
よ
り
譲
受
人
も
譲
渡
承
認
請
求
権
お
よ
び
先
質
権
者
指
定
請

求
権
の
行
使
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
譲
受
人
は
会
社
に
対
し
て
譲
渡
承

認
を
議
求
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
株
主
権
を
行
使
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
放
霞
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
以
上
に
会
社
が
譲
受
人
を
積
極
的
に
保
護
す
る
義
務
は
な

二
六
九



ぃ
。
第
三
に
、
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
株
主
名
簿
の
記
載
に
確
定
的

効
力
を
認
め
る
と
、
実
際
上
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
の

議
決
権
行
使
の
際
に
譲
受
人
が
譲
渡
人
に
対
し
て
指
図
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
会
社
緩
営
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
会
社
に
と

っ
て
好
ま
し
く
な
い
者
が
会
社
経
営
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
防
止
す

る
と
い
う
譲
渡
制
限
の
趣
旨
に
反
す
る
結
果
を
生
じ
て
し
ま
う
。
第
四

に
、
株
式
譲
渡
制
限
の
規
定
に
違
反
し
会
社
あ
る
い
は
他
の
株
主
と
の

信
頼
関
係
を
裏
切
っ
た
譲
渡
人
が
、
会
社
に
対
し
て
株
主
権
の
行
使
を

主
張
す
る
こ
と
は
信
義
則
上
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
譲
渡
制
限
の
な
い
会
社
の
場
合
に
は

問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
譲
渡
制
限
会
社
の
場
合
に
は
実
際
的
不
都
合

は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
会
社
に
株
主
選
択
の
裁
量
権
を

与
え
る
こ
と
、
株
主
権
行
使
の
空
白
を
生
じ
る
事
態
は
譲
渡
制
限
の
趣

旨
に
沿
う
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
制
限
に
違
反
し
て
株

式
を
譲
渡
し
た
譲
渡
人
を
会
社
の
方
か
ら
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

は
澄
し
支
え
な
い
と
し
て
も
、
最
高
裁
の
よ
う
に
、
会
社
は
こ
の
譲
渡

人
を
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
譲
渡
制
限

の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
と
な
り
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(
幻
)
大
地
骨
院
判
決
と
し
て
は
、
明
治
一
一
一
八
年
一
一
月
二
日
民
鎌
一
一
号
五
三

九
頁
、
昭
和
七
年
一
二
月
一
九
日
新
聞
一
一
一
三
九
六
日
つ
八
頁
、
昭
和
九
年
五
月

一
日
新
聞
三
七
O
一
号
一
一
九
一
興
が
あ
る
。
最
高
裁
判
決
と
し
て
は
、
昭
和

七。

一ニ
O
年一

O
月
二

O
日
民
集
九
巻
一
一
号
一
六
五
七
頁
が
あ
る
。
本
件
は
、

名
義
喜
換
未
了
の
者
に
対
し
て
会
社
が
株
主
と
認
め
て
株
主
総
会
召
集
の
通

知
を
発
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
同
人
が
株
主
総
会
に
出
席
し
た
と
こ
ろ
、
当
該

株
主
総
会
決
議
の
取
消
が
請
求
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
最
高

裁
は
、
株
式
取
得
者
が
会
社
に
対
し
て
株
主
た
る
地
位
を
対
抗
す
る
た
め
に

は
名
義
書
換
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
会
社
の
方
か
ら
名
義
室
田
換
未
了
の

者
を
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
妨
げ
な
い
と
し
、
ま
た
当
該
決
議
に
取

消
の
原
因
と
な
る
べ
き
違
法
な
点
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
違
法
が
決
議
の
結
果

に
異
動
を
お
よ
ぼ
す
と
推
測
さ
れ
る
よ
う
な
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
回
目
判
示

し
、
原
告
の
誇
求
を
棄
却
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
否
定
説
に
立
っ
た
判
決
と
し
て
は
、
大
審
院
判
決
明
治
四

五
年
四
月
一
一
四
日
間
民
録
一
八
号
四
一
九
頁
が
あ
る
(
松
岡
誠
之
助
『
新
版

注
釈
会
社
法

ω』
一
七
O
頁
(
一
九
八
六
)
参
照
)
。

(
辺
)
肯
定
説
か
ら
否
定
説
に
対
す
る
批
判
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
株
主
名
簿
の
記
載
に
よ
っ
て
磁
一
的
に
決
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
会
社

は
株
主
名
簿
ヒ
の
株
主
が
真
の
権
利
者
で
な
い
こ
と
を
立
証
す
る
証
拠
が
あ

っ
て
も
反
証
を
あ
げ
て
権
利
行
使
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
ま
っ
た

く
会
社
と
無
関
係
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
者
に
対
し
て
ま
で
、
権
利
を

行
使
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
当
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
確
定
力
と
並
ん
で
資
格
授
与
的
効
力
や
免
責
カ
を
認
め
る
の

は
理
論
的
に
一
貫
し
て
い
な
い
。
名
義
書
換
に
お
い
て
画
一
的
な
処
理
が
必

要
で
あ
る
と
し
た
決
定
的
な
理
由
は
株
金
分
割
払
込
制
に
あ
っ
た
の
で
、
そ

の
泌
止
に
よ
っ
て
否
定
説
の
必
然
的
な
理
由
は
失
わ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
詳

し
く
は
、
竹
内
昭
夫
『
判
例
商
法
I
』
七
八
一
貝
以
下
(
一
九
七
六
)
、
よ
百
社
法

の
甥
論
I
』
ニ

O
九
一
貝
以
下
ご
九
八
三
)
、
『
品
目
い
祉
法
講
義
(
上
)
』
二
五
一

真
、
一
一
五
二
頁
(
一
九
八
六
)
参
照
。
そ
の
他
肯
定
説
に
立
つ
も
の
と
し
て



は
、
石
弁
照
久
之
民
社
法
ト
一
二
四

O
頁
(

A

九
六
七
)
、
服
部
栄
一
一
一
之
官
一
社

法
援
要
』
一
七
三
賀
(
一
九
五
問
問
)
が
あ
る
。

(
お
)
否
定
説
は
、
株
主
名
簿
が
変
動
す
る
株
主
関
係
を
衡
明
か
つ
繭
一
的
に
処

四
四
す
る
た
め
の
技
術
的
要
請
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
立
法
の

治
革
か
ら
商
法
二

O
六
条
一
叩
恨
の
規
定
は
株
式
の
移
転
そ
の
も
の
の
対
抗
力

発
生
の
高
官
件
を
定
め
る
も
の
で
は
令
く
、
株
主
の
会
社
に
対
す
る
資
格
を
定

め
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
か
ら
、
名
義
書
換
が
あ
る
ま
で
は
会
社
が

株
式
取
得
者
を
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
ご
と
を
得
な
い
と
、
主
張
す
る
。
大
隅

健
一
郎
「
株
式
の
名
義
書
換
効
力
に
つ
い
て
」
『
会
社
法
の
諮
問
題
〔
新
版
ピ

ニ
O
五
頁
以
下
(
一
九
八
一
一
一
)
参
照
。
そ
の
他
、
否
定
説
に
関
す
る
文
献
と

し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
今
井
宏
司
法
学
教
室
』
一
一
一
一
九
号
〈
一
九
九

一
一
)
一
四
一
一
良
、
問
中
誠
二
『
再
金
計
刷
会
社
法
論
上
巻
』
三
八
二
頁
(
一
九

八
一
ニ
)
、
大
隅
日
今
芥
・
前
掲
注
(
ぬ
)
四
八
二
一
良
、
四
八
一
一
一
一
良
、
松
岡
・
前
掲

波
(
幻
)
一
七
二
頁
。
な
お
、
否
定
説
の
中
に
は
、
一
般
論
と
し
て
は
会
社
は

実
質
上
の
株
主
の
権
利
行
使
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
譲
渡
の
場
合
に

限
っ
て
、
譲
受
人
が
名
義
議
換
を
し
な
い
の
は
株
主
名
簿
上
の
株
主
た
る
譲

渡
人
の
権
利
行
使
を
承
認
し
て
い
る
と
認
め
る
べ
き
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

株
主
名
簿
上
の
株
主
だ
け
が
権
利
を
行
使
し
得
る
と
解
す
る
説
も
あ
る
(
松

間
二
郎
『
株
式
会
社
法
の
綾
論
』
二
五
四
頁
(
一
九
六
二
)
、
鈴
木
竹
雄
寸
記

名
株
券
の
特
異
性
(
そ
の
ご
い
『
商
法
研
究
H
』
一
一
二
二
一
員
三
九
七
一
)
)
。

(M)

な
お
、
肯
定
説
に
対
し
て
、
株
主
名
簿
の
閉
鎖
期
間
中
の
た
め
に
実
質
ヒ

の
株
主
が
名
義
露
首
換
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
、
一
般
的
に
は
笑
府
民
主
の
株

主
は
会
社
に
対
し
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
権
利
の
行
使
を
求
め
て
き
た
実
質
上
の
株
主
の
み
を
会
社
が
倒

別
に
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
、
株
主
平
等
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
も
あ
る
(
松
岡
・
前
掲
注
(
幻
二
七

O
頁)。

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

し
か
し
、
そ
の
平
等
原
則
と
は
磁
一
的
に
株
主
名
簿

t
の
株
主
に
権
利
を
行

使
さ
せ
な
け
れ
ば
免
責
さ
れ
な
い
と
と
ま
で
意
味
す
る
の
か
否
か
、
検
討
の

余
地
が
あ
る
{
竹
内
昭
夫
「
株
式
の
名
義
書
換
」
『
続
判
例
展
望
』
一
六
九
頁
ご

九
七
三
)
、
江
頭
憲
治
郎
『
会
技
法
措
問
調
自
I
』
一

O
五
夏
、
一

O
六
一
員
(
一
九

八一一一))。

(
お
〉
竹
内
・
荷
縄
校
(
沼
)
『
特
例
』
七
八
頁
。

(
M
m
)

前
田
由
開
勺
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
」
『
商
法
の
判
例
第
三
版
b

四
一
資
(
一

九
七
七
)
。

(
鎚
)
平
出
二
別
掲
注

(5)
三
七
賞
、
中
村
・
前
掲
註

(5)
四
五
頁
、
前
嶋
・
前

指向注
(
4
)
四
七
頁
。

(
m
U
)

平
出
・
前
掲
設
(
5
)
』
一
一
七
百
封
、
中
村
・
前
掲
注
(
5
)
間
五
頁
、
上
柳
・
前

掲
注

(
4
)
一
一
六
頁
。

(
ぬ
)
竹
内
・
前
掲
注
(
犯
)
『
判
例
』
七
六
頁
、
七
七
真
。

(
汎
)
本
件
最
高
裁
の
事
案
で
も
、
会
社
経
営
に
関
心
を
抱
い
た
会
社
に
と
っ
て

好
ま
し
く
な
い
第
三
者
が
公
売
で
株
式
を
取
得
し
た
も
の
の
承
認
を
求
め
ず

株
式
を
所
持
し
つ
づ
り
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況

に
お
い
て
は
、
競
落
人
は
、
取
締
役
会
の
承
認
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
の
で
敢
え
て
承
認
を
求
め
ず
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
に
対
し
て
議

決
権
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
与
え
、
会
社
の
経
営
に
介
入
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
戸
川
・
前
掲
注
(
8
)
一一三良、

一一閲覧}。

四

必
わ
り
に

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
最
高
裁
判
決
は
、
譲
渡
制
限
違
反
の

株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
問
題
を
、
譲
渡
制
限
違
反

七



の
株
式
譲
渡
の
法
的
効
力
に
関
す
る
問
題
と
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
て
い

る
。
す
な
わ
ち
最
高
裁
は
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
は
当
事
者
間

に
お
い
て
は
効
力
を
生
じ
る
が
対
会
社
関
係
で
は
無
効
で
あ
る
と
解
す

る
い
わ
ゆ
る
相
対
説
に
立
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
ち
に
会
社
は
株
主
名

簿
上
の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
を
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
義
務
が
あ
る
と

い
う
結
論
を
導
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
棺
対
説
は
株
主
権
の
移
転
と

い
う
観
点
か
ら
は
理
論
的
に
問
題
が
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
相
対

説
は
株
主
権
の
移
転
と
い
う
観
点
か
ら
、
三
つ
の
考
え
方
に
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
に
お
い
て
、

株
主
権
は
当
事
者
間
で
は
譲
受
人
に
移
転
す
る
が
、
対
会
社
関
係
で
は

移
転
し
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
(
相
対
説
①
)
。
第
二
は
、
取
締
役
会

の
承
認
が
な
く
て
も
当
事
者
間
だ
け
で
な
く
対
会
社
関
係
に
お
い
て
も

株
主
権
は
譲
受
人
に
移
転
す
る
が
、
た
だ
株
式
譲
渡
の
制
限
に
よ
り
会

社
に
譲
渡
の
相
手
方
を
指
定
す
る
権
利
が
留
保
さ
れ
る
結
果
、
会
社
は

譲
受
人
を
無
条
件
に
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
義
務
を
負
わ
な
い
と
す
る

〈
判
品
〕

見
解
で
あ
る
(
栢
対
説
②
)
。
第
一
ニ
は
、
当
事
者
間
で
は
株
式
が
有
効
に

移
転
し
て
い
て
も
、
対
会
社
関
係
で
は
会
社
に
よ
る
株
主
選
択
権
の
行

使
を
経
る
ま
で
は
実
質
的
権
利
が
最
終
的
に
何
人
に
帰
鶴
ず
る
の
か
は

未
定
で
あ
る
か
ら
、
依
然
と
し
て
譲
渡
人
が
株
主
と
し
て
の
地
位
を
保

(
M
M
)
 

有
し
続
け
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
(
相
対
説
③
)
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
い

ず
れ
の
考
え
方
に
も
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相

対
説
①
は
、
第
一
に
、
前
述
の
よ
う
に
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
に

円七

お
い
て
株
中
主
権
は
対
会
社
関
係
で
は
移
転
し
な
い
と
解
し
な
が
ら
、
会

社
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
譲
渡
添
認
請
求
権
お
よ
び
先
賢
権
者
指
定
請

求
擦
の
行
使
そ
譲
受
人
に
も
認
め
る
こ
と
は
オ
活
す
る
。
第
二
に
、
こ

の
考
え
カ
に
よ
れ
ば
株
主
権
の
帰
属
そ
分
付
て
等
与
え
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
結
果
、
譲
渡
一
本
認
も
し
く
は
名
義
議
換
に
権
利
創
設
的
効
力
を
認

め
る
こ
と
に
な
ら
、
3
る
を
え
な
い
が
、
こ
れ
は
一
般
的
な
考
え
方
と
は

忠
わ
れ
な
い
。
相
対
説
③
は
、
第
一
に
、
譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
議
波

に
お
い
て
株
主
権
の
移
転
を
当
事
者
間
と
対
会
社
関
係
と
統
一
的
に
と

ら
え
る
が
、
そ
れ
で
は
も
は
や
相
対
説
と
は
一
一
言
え
な
い
の
で
は
な
い

か
。
第
二
に
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
株
式
譲
渡
の
制
限
は
単
に
名
義
書

換
の
制
限
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
商
法
二

O
四
条
一
項
の
本
文

と
但
し
繋
き
の
関
係
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
株
式
譲
渡
の
制
限
で
あ

っ
て
、
名
義
勢
換
の
制
限
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
素
直
で
は
な
い
の

か
。
第
三
に
、
こ
の
見
解
に
立
っ
と
、
譲
渡
制
限
遂
反
の
株
式
譲
渡
に

お
い
て
譲
受
人
に
よ
る
譲
渡
承
認
論
求
権
お
よ
び
先
質
権
者
指
定
諮
求

権
の
行
使
が
当
然
に
認
め
ら
れ
る
と
と
に
な
り
、
先
政
制
度
の
存
在
意

義
が
著
し
く
弱
め
ら
れ
は
し
な
い
か
。
第
四
に
、
こ
の
よ
う
に
譲
受
人

に
譲
渡
承
認
諾
求
権
お
よ
び
先
質
権
者
指
定
請
求
権
の
行
使
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
、
譲
渡
人
に
も
こ
れ
ら
の
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と

い
う
疑
問
が
あ
り
、
相
対
説
②
は
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
相
対
説
@
は
、
こ
の
説
の
言
う
「
実
質
的
権
利
」
と
は
何
か
、

{
浮
動
的
状
態
」
と
は
い
か
な
る
意
味
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
、



こ
の
説
そ
の
も
の
の
意
味
が
不
明
確
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
波
制

限
違
反
の
株
式
譲
渡
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
問
題
は
、
譲
渡

制
限
違
反
の
株
式
譲
渡
の
法
的
効
力
に
関
す
る
問
題
の
延
長
線
上
に
必

る
も
の
と
し
て
解
決
す
る
こ
と
は
凶
難
で
あ
る
。

基
本
的
に
は
、
こ

ω問
題
は
株
主
名
簿
の
記
載
の
効
力
と
い
う
観
点

か
ら
、
譲
渡
制
限
の
な
い
会
社
に
お
い
て
譲
受
人
に
よ
る
名
義
唱
団
換
未

了
の
状
態
に
あ
る
場
合
の
譲
渡
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
問
題
と
パ
ラ

レ
ル
に
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
考
え
る
と
き
、
株
、
玉
名
簿
の
記
載
に
確
定
的
効
力
を
認
め
る
見
解
か

ら
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
譲
渡
人
の
株
主
権
行
使
を
担
み
得
る

と
解
す
る
こ
と
の
実
際
上
の
不
都
合
と
し
て
、
第
一
に
、
会
社
に
対
し

て
株
、
五
選
択
の
裁
量
権
を
与
え
る
危
険
性
、
第
二
に
、
株
主
権
行
使
の

九日企

空
白
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
会
社
に
対
し
て
株
主
選

択
の
裁
量
権
を
与
え
る
危
険
性
に
つ
い
て
は
、
会
社
に
対
し
て
談
を
株

主
と
し
て
取
り
扱
う
か
の
裁
量
一
権
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
が
譲
渡
制
限
の

趣
日
に
合
う
の
で
あ
っ
て
、
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
は
問
題
は
な

い
。
つ
ぎ
に
、
株
主
権
行
使
の
空
白
に
つ
い
て
は
、
第
品
に
、
譲
渡
人

が
す
で
に
株
券
を
交
付
し
投
下
資
本
を
回
収
し
て
利
得
関
係
を
も
た
な

く
な
っ
た
以
上
、
会
社
が
こ
の
よ
う
な
者
に
株
主
権
を
行
使
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
理
由
は
な
い
。
第
一
一
に
、
譲
受
人
は
会
社
に
対

し
て
譲
渡
承
認
を
請
求
し
承
認
さ
れ
れ
ば
株
主
権
を
行
使
で
き
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
放
置
し
て
い
る
の
で
あ

譲
渡
制
限
違
反
の
株
式
譲
波
と
譲
渡
人
の
法
的
地
位

る
か
ら
、
こ
れ
以
上
に
会
社
が
譲
受
人
を
積
極
的
に
保
護
す
る
義
務
は

な
い
の
第
一
一
一
に
、
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
株
主
名
簿
の
記
載
に
確
定

的
効
力
を
認
め
る
と
、
実
際
上
譲
渡
人
の
議
決
権
行
使
の
際
に
議
受
人

が
指
図
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
経
営
に
影
容
を
与
え
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
譲
渡
制
限
の
趣
旨
に
反
す
る
結
果
を
生
じ
る
恐
れ
が
あ

る
な
第
四
に
、
譲
渡
制
限
の
規
定
に
違
反
し
会
社
あ
る
い
は
他
の
株
、
主

と
の
信
頼
関
係
を
裏
切
っ
た
株
主
が
、
会
社
に
対
し
て
株
主
権
の
行
使

を
主
張
す
る
こ
と
は
信
義
則
上
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が

っ
て
、
譲
渡
制
限
会
社
の
場
合
に
は
む
し
ろ
、
会
社
に
株
主
選
択
の
裁

量
権
を
与
え
る
こ
と
、
お
よ
び
株
主
権
行
使
の
空
白
守
生
じ
る
事
態

は
、
譲
渡
制
限
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
譲
渡
制
限
に
違
反
し
て
株
式
を
譲

渡
し
た
株
、
主
名
簿
上
の
株
主
は
、
も
は
や
自
ら
の
株
主
権
行
使
を
主
張

す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
会
社
が
こ
の
者
を
株
主
と
し
て
取
り
扱
う

こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
義
務
は
な
い
と
解

す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
'
、
し
た
が
っ
て
、
最
高
裁
判
決
は
そ
の
理
由
づ

り
に
お
い
て
も
結
論
に
お
い
て
も
賛
成
で
き
な
い
。
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